
３－２０ 学校安全計画・危機管理マニュアル 

（文部科学省安全教育参考資料『「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育』より） 

 

○学校安全の定義 

学校安全は、学校における児童生徒等の安全に関する諸活動、すなわち、児童生徒等が主体(自分

自身)や外部環境に存在する様々な危険を制御して安全に行動することを目指す活動である安全教

育及び児童生徒等を取り巻く外部環境を安全に保つための活動である安全管理によって構成される。

また、安全教育と安全管理の活動を円滑に進めていくための組織活動の役割も重要である。 

 

               （各教科、総合的な学習の時間、特別活動等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、学校安全の領域としては、｢生活安全｣「交通安全」「災害安全（防災と同義）」の 3 つの領

域が挙げられる。「生活安全」では、日常生活で起こる事件・事故災害を取り扱い、近年、児童生徒

等が犯罪の被害に遭うことも少なくないことから、防犯も重要な内容の一つとしている。「交通安全」

には、様々な交通場面における危険と安全が含まれる。「災害安全」には、地震、津波、火山活動、

風水(雪)害のような自然災害はもちろん、火災や原子力災害も含まれる。 

 

○学校安全計画 

学校安全計画は、学校保健安全法第 27 条により、全ての学校で策定・実施が義務づけられている

ものであり、安全教育の各種計画に盛り込まれる内容と安全管理の内容とを関連させ、統合し、全

体的な立場から、年間を見通した安全に関する諸活動の総合的な基本計画である。 

 

※学校安全計画の内容として考えられる事項 

１ 安全教育に関する事項 

（１）学年別・月別の関連教科等における安全に関する指導事項 

（２）学年別・月別の指導事項 

   ① 特別活動における指導事項 

    ・学級活動（ホームルーム活動）における指導事項 

    ・学校行事（避難訓練、交通安全教室などの安全に関する行事）における指導事項 

    ・部活動等での安全に関して予想される活動に関する指導事項 

対人管理 

学校安全 

安全教育 

安全管理 

組織活動 
校内の協力体制 
家庭及び地域社会との連携 

心身の安全管理 

生活や行動の安全管理 

学校環境の安全管理 対物管理 
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② 課外における指導事項 

③ 個別指導に関する事項 

 （３）その他必要な事項 

２ 安全管理に関する事項 

(1) 生活安全 

・施設、設備、器具、用具等の安全点検 

・各教科等、部活動、休み時間その他における学校生活の安全のきまり・約束等の設定、 

安全を確保するための方法等に関する事項 

    ・生活安全に関する意識や行動、事件・事故の発生状況等の調査 

    ・校内及び地域における誘拐や傷害などの犯罪被害防止対策及び緊急通報等の体制に関す 

る事項 

    ・その他必要な事項 

(2) 交通安全 

・自転車、二輪車、自動車（定時制高校の場合）の使用に関するきまりの設定 

・交通安全に関する意識や行動、交通事故の発生状況等の調査 

・その他必要な事項 

(3) 災害安全 

・防災のための組織づくり、連絡方法の設定 

・避難場所、避難経路の設定と点検・確保 

・防災設備の点検、防災情報の活用方法の設定 

・防災に関する意識や行動、過去の災害発生状況等の調査 

・その他必要な事項 

３ 安全に関する組織活動 

・家庭、地域社会との連携を密にするための地域学校安全委員会等の開催 

・安全教育、応急手当、防犯・防災等に関する危険等発生時対処要領（危機管理マニュア 

ル）等に関する校内研修事項 

・保護者対象の安全に関する啓発事項 

・家庭、地域社会と連携した防犯、防災、交通安全などに関する具体的な活動 

・その他必要な事項 

 

○危機管理マニュアル 

学校保健安全法第 29 条において、学校は危機管理マニュアルを作成するものとされている。 

危機管理マニュアルは、学校安全計画を踏まえて、危機管理を具体的に実行するための必要事項

や手順等を示したものであり、学校管理下で危険等が発生した際、教職員が円滑かつ的確な対応を

図るために作成するものである。 

 

※作成にあたってのポイント 

 ・各学校の実情に応じて想定される危険を明確にし、危険等発生時に児童生徒等の生命や身体を 

守るための具体的な対応について検討する。 

 ・事前・発生時・事後の三段階の危機管理を想定して危機管理マニュアルを作成し、安全管理と 

安全教育の両面から取組を行う。 
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 ・全ての教職員の役割分担を明確にし、共通理解を図る。 

 ・家庭、地域、関係機関と連携して児童生徒等の安全を確保する体制を整備するとともに、協働 

して危機管理マニュアルの作成や避難訓練等を行う。 

 ・教育委員会等の学校の設置者は、各学校におけるマニュアルの作成・改善等について必要な指

導助言を行い、体制整備や事故等発生時に必要に応じて学校を支援する。 
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